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精華町男女共同参画推進条例施行規則  

 

（趣旨）  

第１条 この規則は、精華町男女共同参画推進条例（平成２５年条例

第２４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定

める。  

（定義）  

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例

による。  

（苦情・意見等の申出）  

第３条 条例第２１条第１項の規定による苦情及び意見等の申出を行

う者は、次に掲げる事項を記載した苦情・意見等申出書（別記様式

第１号）を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該申

出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるとき

は、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。  

⑴ 申出を行う者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者

の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号  

⑵ 申出の趣旨及び理由  

⑶ 他の機関への相談等の状況 

⑷ 申出の年月日  

⑸ その他町長が必要と認める事項  

（審査等を行わない申出等） 

第４条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、処

理することができない。 

⑴ 判決、裁判等により確定した事項 

⑵  裁判所において係争中又は行政庁において不服申立ての審理中

の事項 

⑶  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和４７年法律第１１３号）その他の法令の規定により

処理すべき事項 

⑷ 議会に請願又は陳情を行っている事項 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、処理することが適当でないと認め

られる事項 
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２ 前項各号のいずれかに該当するときは、町長は速やかに申出者に

対し、当該申出等が処理できない理由を苦情・意見等処理結果通知

書(別記様式第２号)により通知するものとする。 

 （担当所属への調査等） 

第５条 町長は、前条第１項の規定による調査等を行わない事項に該

当しない申出については、当該苦情・意見等に関する施策を担当す

る所属（以下「担当所属」という。）に施策の内容を照会する等の

必要な調査等を行うものとする。 

 （精華町男女共同参画審議会の意見聴取） 

第６条 町長は、前条に規定する調査等のほか、特に必要があると認

めるときは、条例第２１条第１項及び第２３条第２項の規定により、

必要に応じて精華町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)

の意見を聞くものとする。 

（苦情・意見等の処理決定）  

第７条 町長は、第５条に規定する担当所属への調査等及び前条に規

定する審議会からの意見を踏まえ、苦情・意見等への処理を決定し、

申出者対し、苦情・意見等処理結果通知書(別記様式第２号)により、

通知するものとする。  

２ 町長は、前項に規定する苦情・意見等の処理決定について、必要

と認めたときは、担当所属に対応を指示するものとする。 

（男女共同参画審議会）  

第８条 条例第２３条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のう

ちから町長が委嘱する。  

⑴ 学識経験者  

⑵ 精華町住民  

⑶ 関係団体の代表者  

⑷ その他町長が必要と認める者  

（会長及び副会長）  

第９条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選

により定める。  

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。  
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（会議）  

第１０条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。  

２ 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができ

ない。  

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

（部会）  

第１１条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させ

るため、部会を置くことができる。  

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。  

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。  

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。  

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属

する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代

理する。  

６ 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合におい

て、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは

「部会長」と読み替える。  

（関係者の出席等）  

第１２条 審議会及び部会は、必要があるときは、委員以外の者の出

席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求め

ることができる。  

（庶務）  

第１３条 苦情・意見等への対応及び審議会の庶務は、男女共同参画

政策主管課において処理する。  

（その他）  

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に

定める。  

 

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  
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２ この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の招集及び会長が

選任されるまでの間の審議会の主宰は、町長が行う。  
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別記様式第１号（第３条関係）  

 

苦情・意見等申出書 

 

                        年  月  日 

 

精華町長 様 

 

             （申出者）住所   

氏名  

電話（   ）  ―  

 

精華町男女共同参画推進条例第２１条の規定により、次のとおり苦

情及び意見等の申出をします。 

苦情・意見等の内容 

(できるだけ詳しくご記入ください。 

例えば、どの部署の、ど

の施策が、どのように男女

共同参画の推進に影響を

及ぼすのか等）  

 

他の機関への 

相談等の状況 

□ 相談している       

相談先  

相談の状況及び結果  

□ 相談していない  

備    考 
 

 

１ 団体等が申出を行う場合は、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入し

てください。 

２ 町外にお住まいで、町内に在勤(在学)する方は、備考欄に勤務先名(学校名)

及びその所在地を記入してください。 

３ その他、備考欄には、今後、町からの連絡に際して配慮を望むこと（電話番号、

時間帯等）があれば記入してください。 
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別記様式第２号（第４条、第７条関係）  

  

苦情・意見等処理結果通知書 

 

                        年  月  日 

 

 様 

  

精華町長       ㊞ 

 

 

年 月 日付で申出のあった苦情及び意見等の処理結果につい

て、精華町男女共同参画推進条例施行規則の規定により、次のとおり

通知します。 

申出の主旨 

 

 

 

 

 

処理できない理由 

 

施行規則第４条第

２項による 

 

 

 

 

 

処理結果 

 

施行規則第７条第

２項による 

 

 

 

 

 

備    考 
 

 

 


